
競 争 入 札 心 得

(総則)

第 1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たつては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知

してください。
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(入 札 )

第 3条 入札参加者は、入札書を作成 し、封書の上、自己の氏名を表記 して提出 (入札箱に投入)し
なければなりません。

(公正な入札の確保 )

第 4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 22年法律第 54号 )

等に抵触する行為を行つてはなりません。
2入札参加者は、入札に当たつては、競争を制限する目的で他の入札参加者 と入札価格又は入札

意思についていかなる相談も行わず、独 自に入札価格を定めなければなりません。

3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対 して入札価格を意図的に開示 してはな

りません。
(代理)

第 5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その

旨を証する書面 (委 任状)を入札執行者に提出しなければな りません。この場合において、入札書

には、入札参加者 (委任者)と 代理人の氏名 (法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記 し、

代理人が押印 して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできませ

スノ。
3 入札参加者は、競争入札の参加 を排除 されている者又は競争入札の参加資格 を停止 されている

者を入札代理人 とす ることはできませ ん。

(入札書の書換え等の禁止 )

第 6条  入札参加者又はその代理人は、その提出 した入札書を書き換 え、引き換 え、又は撤回す るこ

とはできません。

(無効入札 )

第 7条  次の各号のいずれかに該 当す る入札は、無効 とします。

0)入 本L書 の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2)入札書の記載金額を加除訂正 した入札

(31 入札書に記名押印がない入本L
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(5)一 の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入本Lを したときの入札

G)代理人が 2人以上の者の代理をしてした入札

(7)入札者が同一事項について他の入本L者 の代理をしたときの双方の入札

0
0 無権代理人がした入札

ω 入札に関し不正の行為があつた者の した入社 (当 該行為が契約締結前に明らかとなつたものに

限る。 )

uD 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入本L

ua その他入本Lに 関する条件に違反した入札

(開 札 )
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本L事 務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

(再度入札 )

第 9条  開札の結果、落札に至 らない場合は、直ちに出席者 (初 度の入札参加者)で再度人札を行い

ます。
また、再度入札によつて も落札に至 らなかつた場合には、随意契約によることがあ ります。



(落札者の決定 )

第 10条  有効な入本Lを 行 つた者の うち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札 をした者 を落本L者 と

します。ただ し、最低制限価格を設定 した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低

の価格で入札 した者 を落札者 とします。
2 落札者 となるべき価格で入札 した者が 2人 以上いる場合は、くじ引きによ り落札者 を決定 しま

す。 この場合 において、くじを引かない者がある ときは、当該入札事務 に関係のない職員にくじ

を引かせます。

(最低価格の入札者を落札者 としない場合 )

第 11条  開札の結果、次の各号のいずれかに該 当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入

本Lし た者を落札者 としない場合があ ります。

ほ)当 該 申込みに係 る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合 した履行が されないお

それがある と認め られ るとき。

(2)そ の者 と契約 を締結す ることが公正な取引の秩序を乱す こととなるおそれがあって著 しく不適

当と認 め られ るとき。
2 前項の規定に該当す る入札を行 つた者は、支出負担行為担 当者の行 う調査に協力 しなければな り

ません。
3 第 1項 の規定に基づ き、最低の価格で入札 した者を落札者 としない場合は、予定価格の範囲内で

申込みを した他の者の うち、最低の価格で申込みを した者 を落札者 とします。

(契約の締結 )

第 13条  落札者が当該契約 を締結 しよ うとす るときは、支出負担行為担 当者の作成 した契約書案に

記名押印の上、落札決定の通知 を受けた 日か ら 7日 以内に支出負担行為担当者 に提出 しなければな

りません。ただ し、支出負担行為担 当者か ら契約の締結 を保留す る旨の通知があった場合は、その

指示に従つて くだ さい。

(1)契約の締結 を書面で行 う場合 には支出負担行為担 当者の作成 した契約書案 に記名押印の上、支

出負担行為担 当者に提出 しなければな りませ
を行 ぅ場合には支出負担行為担当者が電子契約サー(2)契 約締結を契約内容に記録 した電磁的記録ス

ビスにア ップ ロー ドした契約書案 に電子署名 を行わなければな りません。
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(落札者 と契約の締結を行わない場合 )

第 15条  落札者が暴力団関係事業者等であることによ り道が行 う公共事業等か ら除外す る措置を講

じることとされた場合は、当該落札者 とは契約の締結は行いません。

2 契約書の作成 を要す る契約であって、落札決定か ら契約 を締結す るまでの間に落本し者が指名停

止 を受 けた場合は、契約の締結を行わないことができるもの とします。 この場合において、落札

者は、契約 を締結できない ことによ り生 じる損害の賠償 を請求す ることができません。

(注 ) 第 2項 の規定は、契約書の作成 を要す る契約 に適用す る。

(入札保証金等の帰属 )
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2 落札者であつて入札保証金の納付を免除 されたものが契約 を締結 しない ときは、当該落札者の

見積 もつた契約金額 (消 費税等相 当額を含んだ額)の 100分 の 5に 相 当す る額の違約金 を道に納

付 しなければな りません。
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(談合情報に対す る対応 )

第 19条  入札に関 して談合情報があつた場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の

徴取を行 うこと又は入札の執行を取 りやめることがあ ります。
2 契約締結後に入札談合の事実があつた と認め られた ときは、契約を解除することがあ ります。

(入札の取 りやめ等 )

第 20条  前条第 1項及び第 2項 に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行す る

ことができないな ど特別の事情があると認めるときは、入札の執行 を延期 し、又は取 りやめること

があ ります。
(入 札の辞退 )

第 21条  入札参加者 として指名 された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつで も入札を辞退す

ることができます。
2 入札参加者 として指名 された者は、入札を辞退す るときは、その旨を次の各号に掲げるところ

によ り申 し出てくだ さい。

(1)入札執行前にあつては、その旨を文書又は 日頭 によ り支出負担行為担 当者に連絡す ること。

(2)入 札執行中にあつては、その旨を 口頭によ り入札を執行す る者に連絡す ること。

3 前項によ り入札を辞退 した者に対 し、これを理 由に以後の指名等において不利益な取扱いを行

うことはあ りません。

(不 正行為に伴 う損害賠償等 )

第 22条  入本Lに 関 して談合等の不正行為があつた場合は、契約で定めるところにより、賠償金 を徴

収 し又は契約 を解除す ることがあ ります。


